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 平成 29年５月定例教育委員会 会議録 

 

１．日 時  平成 29年５月 30日（木）       開 会  午後 ８時 30分 

                         閉 会  午後 10時 15分 

 

２．会 場  茅野市役所 705会議室 

 

３．出席委員 教育長      山田 利幸     同職務代理者   矢﨑 靖雄 

教育委員     小林 智      教育委員     小林 俊惠 

教育委員     小平 光子 

出席者  生涯学習部長   平出 信次     こども部長    牛山津人志 

        学校教育課長   有賀 淳一     スポーツ健康課長 鋤柄 敏      

幼児教育課長   五味留美子     こども課長    五味 健志     

生涯学習課長   藤森 隆      文化財課長    守矢 昌文

公民館長     矢島喜久雄    

教育総務係長   渡辺 雄一     こども係長    今井 明彦      

       教育総務主事   丸茂 直樹      

 

４．傍聴者   ３名 
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５月定例教育委員会次第 

                日  時 平成２９年５月３０日（火）午前８時３０分から 

                場  所 市役所 ７０５会議室 

１ 開  会 

２ 前回会議録の承認 

３ 報告事項 

   第１号 教育長報告 

   第２号 各課からの報告 

       （１）学校教育課 

         （２）こども課 

       （３）幼児教育課 

       （４）生涯学習課 

         （５）公民館 

       （６）文化財課 

（７）スポーツ健康課 

   第３号 教育委員会共催後援 

        （１）生涯学習課 

        （２）スポーツ健康課 

４ 議 案 

（１）市議会６月定例会一般質問について 

（２）市議会６月定例会に提出される予定の議案に対する意見について 

 

５ 検討事項 

（１）総合教育会議の開催について 

 

６ その他 

（１）台湾交流事業について 

（２）平成２８年度「早寝・早起き・朝ごはん」について 

（３）個別計画の進行状況について 

  （４）平成２９年度英語教育の状況について 

  （５）茅野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正について 

 

 次回定例教育委員会日程について 

           ６月２７日（火）午前９時３０分「６０２会議室」 

   （ 事務局会議  ６月１６日（金）午前９時００分「６０２会議室」） 

７ 閉会 
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教育長 

 只今から、５月定例教育委員会を開催します。 

前月の４月の会議録の確認をします。何かありますか。 

 

全委員 

異議なし。 

 

教育長 

議事に入る前に議案 1号「市議会６月定例会一般質問について」は各教育委員にお諮り

したい事項がありますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条７項により

非公開で審議することが妥当かと思われます。非公開としてもよろしいでしょうか。 

 

全委員 

 異議なし 

 

教育長 

 それでは、議案１「市議会６月定例会一般質問について」は非公開で行います。なお議

事については 1番最後に行いたいと思います。 

それでは報告第１号教育長報告をさせていただきます。 

1日に湖東小学校読書文部科学大臣賞市長報告がありました。平成 23年に永明中、24年

に泉野小、25年に米沢小、26年に永明小、27年に宮川小、28年に玉川小と連続して賞を

取っております。来年度の学校は決まっておりますので、来年度も是非頑張っていただき

たいと思います。 

８日に市新任職員読書研修会が行われました。新しく来た先生を対象として今回の読書

研究会の目的は読み聞かせなどの基本的なことを見直すということで行いました。新しい

先生が来るなかで読み聞かせの方法について考えなければいけないという課題もありまし

た。 

11日に幼保小連絡協議会がありました。接続期カリキュラムの研修と同時に今年度の計

画を決めるというものでした。学校側の問題になりますが、学ぶ力、生活する力、関わる

力の３つの力を決めて接続期カリキュラムを作っていますが、保育園側で培ったその３つ

の力を学校がどうやって引き継いでいくのかが課題になると思います。 

17日に高齢者大学の入学式が行われました。156名の入学者がおり、とても高齢者と思

えないような人ばかりでした。 

同じく 17日に永明小学校の公開授業で豊かな学び合いを、佐藤マサアキ先生をお呼びし

て研修を行いました。豊かな学び合いについては永明小学校と永明中学校を見ると、かな

り日常的になってきていると感じました。 
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 23日に図書館協議会がありました。市長がワイオミング大学の図書館、ロングモント市

の図書館に興味を持っていて、今年の夏にロングモントへ訪問した際に見てきてほしいと

いうことでした。長野県立図書館も戦後 4回目の建て替えを行うそうです。茅野市も今後

の図書館運営をどうするか考える必要があります。 

 24日に市学校教職員研修を行いました。講師には前下諏訪教育長をお呼びいたしました。

市の学校教職員のコンプライアンス研修として行いました。前牛山教育長のお考えなども

あるかと思いますが、私としては、先生自身がどのように子どもたちを見て自分自身をど

うやって高めていくかについて考えていただきたかったため、今回はそのような内容の研

修を行いました。 

 25日に槻木廻り舞台県文化功労賞受賞の報告会がありました。今までの活動が認められ

て受賞となりました。 

 報告は以上となります。 

 次に報告事項第２号、各課から６月の行事予定について報告をお願いします。 

 

［各課から６月行事予定について報告］ 

資料（報告２号） 

 

教育長 

 次に報告事項第３号、教育委員会共催・後援についてお願いします。 

［生涯学習課、スポーツ健康課から教育委員会共催・後援について報告］ 

資料（報告３号） 

 

教育長 

 次に議案２号「市議会６月定例会に提出される予定の議案に対する意見について」両部

長からお願いいたします。 

 

 

こども部長 

 条例が２本、規則が２本改正となりますのでその説明をさせていただきます。条例につ

いては６月の定例会で提出させていただきます。規則については、提出する必要はありま

せんが提出する条例に関わるところですので、この場で説明をさせていただきます。 

 茅野市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正

する条例について、この条例につきましては、３月 31日付けで専決処分を行ったものにな

ります。その理由は国では幼児教育の段階的な無償化の取組を行っていまして、その方針

に従い子ども子育て支援法の一部の改正がなされまして、今年の４月１日から施行されま

した。議会に提出している余裕がありませんでしたので、３月 31日付けで専決処分とさせ
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ていただきました。今回の改正点は、市町村民税非課税世帯の第２子無償化、年収３６０

万未満のひとり親世帯等の負担軽減（非課税世帯並に軽減）、１号認定利用者の保育料軽減

となります。以上の項目に従い条例本文の改正を行いました。金額については、新旧対象

表にてご確認ください。 

  

幼児教育課長 

 茅野市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一

部を改正する規則になります。こちらの内容につきましては、負担額については市民税を

基準に考慮いたします、控除には住宅取得控除などがありますが、ふるさと納税の関係を

控除していかないことになりましたので、その部分を追加する規則改正となります。 

 

こども部長 

茅野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例についてですが、改正の内容は、従来は支給認定証により確認をして

おりましたが、基準の改訂に伴い、交付を申請しない場合は支給認定に係る事項を記載し

た通知書で対応するとなりました。この条例は公布の日から施行となります。 

 

幼児教育課長 

 茅野市保育の必要性等の認定に関する規則の一部を改正する規則についてで、先ほど部

長の方から説明がありました、認定証に関する規則になります。今回の条例の改正に伴い

まして、文言の訂正がありました。こちらも公布の日から施行となります。 

 

生涯学習課長 

 歳入について補正がありましたので、今回の議会に提出させていただきました。内容は

地域の芸術環境づくり助成金により、歳入に 450万円の補正となります。この助成金の内

容は市民館で藤森民雄展というものを８月６日から９月４日まで行う予定になっておりま

して、その費用の一部となるものになります。 

 

教育長 

 質問等ございませんか。 

 次に検討事項１「総合教育会議の開催について」ということで私の方から説明させてい

ただきます。 

 まず次回の総合教育会議の内容について委員の方から、市長と話したい内容があれば提

案をお願いします。２月の時の主な議題は「小中一貫」「英語教育」「保育園」に関するも

のでした。 
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矢崎委員 

 前回もありましたが、英語教育については、今台湾から秋先生が来ているところですの

で、いいのではないかと思います。また今年は永明小学校がユネスコスクールに認定され

ましたので是非内容に入れていただけたらと思います。 

 

教育長 

ICT教育についてはいかがでしょうか。ハード面の構想の原案はできていましたが、ソフ

ト面については、検討中という段階です。 

 また会議中に関わらず意見をお聞きしたいと思いますので、なにか意見が思い浮かんだ

ところで意見を事務局へ伝えていただけたらと思います。 

 次にその他１「台湾交流事業について」丸茂主事よろしくお願いします。 

 

丸茂主事 

 平成 29年度の中学校台湾交流事業のスケジュールについて説明させていただきます。 

スケジュールは昨年度とほぼ同じになりますが、これから各中学校で６名ずつ参加生徒の

募集・選考を行います。その後、参加生徒、保護者の方には、８月末に説明会を行いと思

います。９月には教育長、市長をお迎えし、結団式を行います。その後事前学習会を９月

から台湾訪問までの間に６回開催する予定になります。台湾訪問の日程につきましては、

10月 29日から 11月１日までの４日間になります。２日目、３日目に学校交流が行われる

予定です。今回も昨年と同様に学校交流をした初日にはホームステイをするという形にな

ります。12月には報告会が行われます。また１月に台湾高雄市中学校来訪・教育交流が行

われますが、それについてはまた今後詳しい内容が決まり次第報告させていただきます。 

 

教育長 

次にその他２「平成 28 年度早寝・早起き・朝ごはんについて」雨宮教育指導主事からお

願いします。 

 

雨宮教育指導主事 

【概要】 

調査期間が平成 29年１月 10日～１月 31日、対象は茅野市内全小中学校となっております。 

【眠育】 

 １起床時刻 

小学校 

登校日については、起床時刻が全国より、多くの児童がゆとりをもって起床している。

休日については起床時刻が登校日より１時間遅い傾向にあり、ばらつきが大きい。 
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中学校 

 登校日は早寝早起きができている。休日は起床時刻が遅くなるにしたがって人数が増え、

睡眠リズムや生活リズムの乱れに繋がる。 

 

２起床時刻 

小学校 

 登校日については７割の児童が 10 時までに就寝している半面、夜更かしが減少しない。

休日の就寝時刻は、登校日より１時間遅く夜更かしは約４倍近い。 

中学校 

 登校日は遅くとも 11 時までには就寝したい、夜更かしの理由として「ゲーム」「メール」

等が多くなってきている。休日は就寝時刻が登校日より１時間遅くなると共に起床時刻も

１時間遅くなる。 

 

３起床時間 

小学校 

 登校日は高学年になるにつれて「母・家族に起こしてもらう」が減少している。 

中学校 

 登校日は、目覚ましなどでおきるが半数である。 

 

【食育】 

１朝食は誰と一緒か 

小学校 

登校日は家族などと一緒にとる共食が７割弱であり、孤食（欠食も含め）横這い傾向に

ある。休日は起床時間が遅くなると共に親などにゆとりが出て、共食が８割と高くなる反

面、遅い起床に伴って欠食する子どもが多い。 

中学校 

 登校日は共食が約半数で、子どもだけでなど孤食が半数いる。休日の共食は６割となり

増えてきている半面、欠食が１割近くいる。 

 ２起床時刻と朝食の形態 

小学校 

 登校日は起床時刻が遅くなるほど、孤食・欠食人数が増えてくる。休日はすべての時間

帯で共食をとっている割合が高い。 

中学校 

 登校日は起床時刻が遅くなるにしたがって孤食や欠食の割合が多くなる。休日はどの時

間帯においても、家族や大人と一緒に食べる割合が増えている。 
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教育長 

次にその他３「個別計画の進行状況について」両部長よりお願いします。 

 

こども部長 

【概要】 

 まず総合計画について説明させていただきます。総合計画とは、市政の長期的な全体像

を示し、各政策の基本的な方向を明らかにするため、茅野市が行うすべての政策や施策、

事業の根拠となる最上位の計画となっております。構成は、基本構想と基本計画を持って

総合計画となります。総合計画の構想としましては図の通りとなります。お配りした資料

のなかに５月 24日時点での素案がありますのでご確認ください。素案・スケジュールに関

しては、資料の通りになります。その他に茅野市を取り巻く時代の流れとこれからのまち

づくりの課題についても資料をお配りしておりますのでご確認ください。また現時点にお

ける基本政策・政策横断プロジェクトの政策施策体系イメージがありますが、こちらが教

育大綱にある体系図と若干異なる箇所がありますので、次回の総合教育会議までに修正し

たものをお示ししたいと思います。今説明をした資料につきましては、パブリックコメン

トということで５月２２日から６月２１日の間市民の方に縦覧をしている状況です。 

 資料説明（その他３） 

 

こども課長 

【概要】  

第３次茅野市・こども家庭応援計画の策定について説明させていただきます。現計画第

２次茅野市こども・家庭応援計画（第２次どんぐりプラン）の計画期間が平成 29年度で終

了します。次期計画である第３次茅野市こども・家庭応援計画（第３次どんぐりプラン）

は第５次茅野市総合計画の計画期間に合わせた平成 30年度から平成 39年度までの 10ヶ年

計画とします。なお、計画期間の中間に変化に対応した見直しを行います。第５次茅野市

総合計画との関連、第３次どんぐりプランは、子育て・教育分野における基本計画（実行

計画）の一部に位置付けられます。第３次茅野市こども・家庭応援計画（第３次どんぐり

プラン）の策定体制ですが、パートナーシップのまちづくりの手法により計画を推進する

どんぐりネットワーク茅野を主体とする「第３次茅野市こども・家庭応援計画策定委員会」

を設置し、年代別の三部会でワークショップ形式等により、市民の皆さんと市が意見交換

をしながら策定します。また、市民アンケート調査やパブリックコメントの実施によるも

の、市内で活動されている子育てサークル等からの意見収集、計画の推進に関し必要な事

項を調査、審議するこども・家庭応援会議に意見を求め、計画を策定します。策定概要に

ついては、第２維持どんぐりプランの取組を検証しその結果による見直し、新たな課題へ

の対応、市民プランに記載されている内容と第２次どんぐりプランに記載されている内容
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との関連・整合チェック、子育て・教育に関する各種施策との整合性を図りながら策定し

ます。スケジュール・委員候補者についてはお配りした資料の通りになります。 

 

生涯学習部長 

 社会教育施設の中で様々な事業を推進してきました。今まで基本になるべき計画の策定

がなく、社会教育法に基づいて各施設の目的に応じて事業を展開してきました。今までこ

ども部のようなきちんとした推進計画がなかったので今回作っていくということになりま

す。分野ごとに作っていくそんな計画になります。計画は、生涯学習推進指針、社会教育

推進計画、文化芸術振興計画、社会教育施設管理計画、第３次こども読書活動推進計画、

第３次男女共同参画計画、（仮称）多文化共生・交流推進プロジェクト、縄文の里史跡整備

活用基本構想施策、スポーツ振興計画を策定していきます。 

 

生涯学習課長 

 まず生涯学習推進指針についてですが、こちらは新規の指針となります。イメージとし

ては、教育大綱とその下に個別計画が入ると思いますが、その中間に入るイメージです。

どの計画もスケジュール的には、企画課で示したスケジュールに合わせたものになります

が、計画案を策定して、遅くとも１月までにはパブリックコメントを実施して計画決定し

たいと思います。次に社会教育推進計画については、各社会教育団体と話し合いをしなが

ら進めていきたいと思います。文化芸術振興計画については、５月に委員の選定が終わり

ましたので、委員さんと協議に入っていきます。次に第３次こども読書活動推進計画は平

成 27年に検討、見直しを行っておりますのでそういったことを踏まえながら、６月に策定

委員を選定し進めていきたいと思います。第３次男女共同参画計画については、今年度パ

ートナーから移管されたものですが、平成 26年～35年までの計画ですが、今回は中間見直

しを行う予定です。多文化共生・交流促進プロジェクトですが、茅野市に在住する外国籍

の方との交流、国際交流に対する考え方をとりまとめるような形になると思います。 

 

文化財課 

 縄文の里史跡整備活用基本構想の策定についてですが、縄文プロジェクト実行市民会議

の中で作成を昨年の３月までに大まかな部分について行っております。昨年の３月末に市

長に提言を行っております。プロットの若干の組み直しなどを行い、再度６月に委員も含

めまして検討し、理事者と調整をして１２月までには決定をしていきます。 

 

スポーツ健康課長 

 スポーツ振興計画については、昨年度行った調査結果を基に現在計画案を作成している

ところです。６，７月中に関係団体と協議を行い、なるべく早くパブリックコメントを行

いたいと思います。 
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教育長 

 教育委員の方には現在学校教育について特化して見ていただいておりますので、時間が

あれば生涯学習の方も是非見ていただきたいと思います。 

 次にその他４「平成 29年度英語教育の状況について」学校教育課長からお願いいたしま

す。 

 

学校教育課長 

 2020年度から小学校５、６年生で英語が正式な教科となり、平成 30、31年度が実施への

移行期間となっております。茅野市では、これまでにロングモント市、台湾高雄市の中学

生と国際交流を深めてきた経緯もあり、今年度から選考して取り組んでいます。早めに学

習にとりかかることにより、2020年度にスムースに手ごたえをもってスタートさせること

はもちろんですが、何よりも子どもたちが不安なく自信を持ち楽しく移行期間を迎えてい

くことが大切です。 

 事業の概要は、５、６年生での ALTの活用による外国語活動と台湾高雄市から１年間、

英語教育アドバイザーを招聘し、委託契約により教材準備、担任等の英語力や指導力の向

上のための研修などを行う予定です。 

 アドバイザーは、台湾高雄市の中学校で 28年間英語教師を務め昨年８月に定年退職した

「鐘 秋霜（チェン チュシュアン）」（あき先生）先生をお呼びしております。 

 ５月末までの状況ですが、４月には全小中学校の英語授業の参観及び担当教諭との打ち

合わせ、年間プログラムの作成を行っています。５月には全小中学校担当教諭と年間プロ

グラム打ち合わせ会議の開始、年間プログラムの実施を行っています。年間プログラムの

内容は５年生には英語を使った絵本の作成、英語で自分の家族の自己紹介、６年生には英

語で自己紹介や茅野市の紹介、英語で給食の放送を行います。 

 今後の予定は定期的に事務局及び担当教諭と打ち合わせを重ねながら、年間プログラム

を実施、作成した教材及び年間プログラムをストックし、来年度以降の指導に役立てる、

定期的に教職員に対する研修を行います。第１回目の研修については直近のもので６月８

日に行う予定となっております。 

 

教育長 

 次にその他５「茅野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正について」こど

も課長からお願いします。 

 

こども課長 

 前回の定例教委でもお話しましたが、茅野市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の一部

を改正するということで、内容が改正前は、雇用保険法による一般教育訓練給付金を受け
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取っている場合は、支給対象外でしたが、支給されている場合でも支給対象になるように

なりました。改正案につきましては、新旧対照表をご確認ください。 

 

教育長 

 次にお諮りした非公開部分の議事を行います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（非公開部分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

教育長 

本日の予定されていた議事は全て終了しました。 

 次回定例教育委員会ですが、６月 27日火曜日午前９時 30分から、事前を午前９時 00分

から開催したいと思いますが、よろしいですか。 

 

全委員 

 異議なし。 

 

教育長 

 ご異議ないようですので、そのようにいたします。 

 以上で５月定例教育委員会を終了します。 
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茅野市教育委員会会議規則第１９条第２項の規定によりここに署名する。 
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